
 

令和 2 年 12 月 4 日  

会 議 概 要 

審議会等の名称 市川市史編さん委員会 

開 催 日 時 令和 2年 12月 3日（木）※意見書の提出期限 

開 催 場 所 － 

出

席

者 

委  員 
杉原委員、石川委員、吉村委員、村田委員、米屋委員、西海委員、山﨑委員、

朽木委員 

所 管 課 文化スポーツ部 文化施設課 文学ミュージアム 

関 係 課  

議題及び会議の概要 
公開・非公開 

の別 
非公開の場合の理由 

答申（案）について 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

傍聴者の人数 －人 

閲覧・交付資料 

資料 1 諮問書（写） 

資料 2 答申書（案） 

 

特 記 事 項 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参集ではなく、各委員への議題資

料の送付及び意見書の提出をもって審議会の開催としました。 

 

所 管 課 文化スポーツ部 文化施設課 文学ミュージアム（直通：320-3334） 

 




